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第3編 航空交通

１　近年の航空事故の状況
　我が国における航空事故の発生件数は、第3-1
表のとおりである。乱気流等気象に起因するもの
を中心に年数件程度にとどまっている。なお、航
空交通の安全についての実績値と目標値について
は、第3-2表のとおりである。

２　�令和７年中の航空交通の安全上のトラブルの
状況

⑴航空運送事業者における安全上のトラブル
　我が国の定期航空運送事業者に対して報告を義
務付けている事故、重大インシデント※に関する
情報は、令和７年に７件報告された。
　なお、令和６年１月２日に東京国際空港（羽田
空港）において、日本航空機と海上保安庁機が衝

突し炎上した事態が発生し、海上保安庁機に搭乗
していた５名が死亡したが、日本航空機の乗員、
乗客には死亡者はいなかった。我が国の特定本邦
航空運送事業者（客席数が100又は最大離陸重量
が５万キログラムを超える航空機を使用して航空
運送事業を経営する本邦航空運送事業者）の乗客
が死亡した事故は、昭和60年の日本航空123便の
御巣鷹山墜落事故以降発生していない。

⑵管制関係の安全上のトラブル
　我が国の航空管制等に関係するおそれがある事
故、重大インシデントに関する情報は、運輸安全
委員会による調査継続中の１件を除き、令和７年
は報告されていない。

航空交通事故の動向第１章

※重大インシデント
　　結果的には事故に至らなかったものの、事故が発生するおそれがあったと認められる事態のうち重大なもの。

区分

年

発　生　件　数 死傷者数

大　型
飛行機

小　型
飛行機

超軽量
動力機

ヘリコ
プター

ジャイロ
プレーン 滑空機 飛行船 計 死亡者 負傷者

件 件 件 件 件 件 件 件 人 人
令和３ 1 2 2 3 0 3 0 11 3 10
　　４ 7 5 5 3 0 2 0 22 9 13
　　５ 4 5 0 5 0 2 0 16 1 11
　　６ 7 4 0 4 0 3 0 18 7 20
　　７ 5 7 1 6 0 3 0 22 7 15

注　１　国土交通省資料による。
　　２　令和７年12月末時点で集計した値である。
　　３　日本の国外で発生した我が国の航空機に係る事故を含む。
　　４　日本の国内で発生した外国の航空機に係る事故を含む。
　　５　事故発生件数及び死傷者数には、機内における自然死、自己又は他人の加害行為に起因する死亡等に係るものは含まない。
　　６　死亡者数は、30日以内死亡者数であり、行方不明者等が含まれる。
　　７　大型飛行機は最大離陸重量5.7トンを超える飛行機、小型飛行機は最大離陸重量5.7トン以下の飛行機である。

▶第３-１表 航空事故発生件数及び死傷者数の推移
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▶第３-２表 航空交通の安全についての実績値と目標値
【死亡事故発生率及び全損事故ゼロ】

令和７年度
実績値

令和７年度
目標値

令和12年度
目標値

①定期便を運航する本邦航空運送事業者の死亡事故発生率（回数あたり）
※ICAO加盟の各国定期航空運送事業者との比較が可能な指標 0.00 0.00 0.00

②定期便を運航する本邦航空運送事業者の全損事故発生率（回数あたり）
※IATA（国際航空運送協会）加盟の各国定期航空運送事業者との比較が可能な指標 0.00 0.00 0.00

【22の指標　５年間で約17％削減】

業務提供者の区分 安全指標 令和７年度
実績値

令和７年度
目標値

令和12年度
目標値

航
空
運
送
分
野

⑴�定期便を運航する本邦航
空運送事業者
（最大離陸重量5.7tを超え
る固定翼機で定期便を運航
する事業者であって、定期
便に使用する機材での運航
に限る）

①航空事故発生率（時間あたり） 2.75 0.50 0.38

②　　　 〃 　　　（回数あたり） 6.03 1.00 0.76

③　　　 〃 　　　（回数あたり）（定期便に限る）
※ICAO加盟の各国定期航空運送事業者との比較が可能な指標 5.03 0.86 0.65

④重大インシデント発生率（時間あたり） 0.92 1.51 1.15

⑤　　　　　 〃 　　　　　（回数あたり） 2.01 2.99 2.28

⑵⑴以外の航空運送事業者
及び航空機使用事業者
（⑴の事業者による定期便
に使用しない機材での運航
を含む）

⑥航空事故発生率（時間あたり） 38.24 12.15 9.26

⑦　　　 〃 　　　（回数あたり） 26.88 8.75 6.66

⑧重大インシデント発生率（時間あたり） 19.12 27.26 20.77

⑨　　　　　 〃 　　　　　（回数あたり） 13.44 18.94 14.43

航
空
運
送
分
野

⑶国、地方公共団体

⑩航空事故発生率（時間あたり） 27.34 12.34 9.40

⑪　　　 〃 　　　（回数あたり） 31.86 14.80 11.27

⑫重大インシデント発生率（時間あたり） 27.34 3.53 2.69

⑬　　　　　 〃 　　　　　（回数あたり） 31.86 4.23 3.22

⑷個人

⑭航空事故発生率（時間あたり） 276.13 114.03 86.88

⑮　　　 〃 　　　（回数あたり） 233.75 109.79 83.65

⑯重大インシデント発生率（時間あたり） 118.34 50.68 38.61

⑰　　　　　 〃 　　　　　（回数あたり） 100.18 48.80 37.18

交
通
管
制
分
野

航空保安業務等提供者

⑱�交通管制分野に関連する又は関連するおそれのある航空事
故発生率（管制取扱機数あたり） 0.00 0.00 0.00

⑲�交通管制分野に関連する又は関連するおそれのある重大イ
ンシデント発生率（管制取扱機数あたり） 0.00 0.64 0.49

空
港
分
野
空港管理業務等提供者

⑳�空港分野に関連する又は関連するおそれのある航空事故発
生率（着陸回数あたり） 0.00 0.00 0.00

㉑�空港分野に関連する又は関連するおそれのある重大インシ
デント発生率（着陸回数あたり） 0.00 0.00 0.00

㉒�制限区域内において、地上での作業又は地上の施設若しく
は物件に起因する人の死傷、又は航空機が損傷した事態の
発生率（着陸回数あたり）

40.21 17.58 13.39

注　１　国土交通省資料による。
　　２　実績値は各年１月１日から12月31日の期間で集計した値を示す。
　　３　「時間あたり」は、100万飛行時間あたりを示す。「回数あたり」は、100万飛行回数あたりを示す。
　　４　「管制取扱機数あたり」は、管制取扱機数100万機あたりを示す。「着陸回数あたり」は、100万着陸回数あたりを示す。
　　５　平成30年度の目標値を起点として、15年間で50％減とする安全目標を設定していることから、この５年間では約17％減としている。
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１　�航空安全プログラム（SSP）に基づく安全
の推進

　国際民間航空条約第19附属書に従い、航空安全
プログラム（SSP）を定め、平成26年から実施して
おり、以下に記載のとおり、関係省庁や航空業務
提供者と協力して安全に関する法令及び規程類の
策定、安全情報の収集、分析及び共有、監査及び
検査活動、安全文化に係る啓蒙活動を行っている。
　なお、令和７年度には、国際民間航空条約第19
附属書の改正に伴うSSPの改正に向けた検討を
行った。

⑴�業務提供者における安全管理システム（SMS）
の強化

　本邦航空運送事業者等の業務提供者に対して安
全の向上の取組に直結した安全指標及び安全目標
値の設定を促進し、安全に係るリスク管理の仕組
みであるSMSの質の向上を図るように指導した。
特に、新たに航空運送事業者となった者等、SMS
の取組の実績が浅い業務提供者に対しては、安全
指標及び安全目標値の設定等が的確に実施される
よう、連携を密にして指導、監督、助言等を行った。

⑵�安全に関する航空法規等の策定・見直し等
　把握した安全情報、国際標準の動向、技術開発
の状況等を踏まえて、民間航空の安全性の向上を
目指し、必要となる民間航空の安全に係る基準等
の反映について適時適切に対応した。また、我が
国における取組により得た知見を踏まえ、国際標
準の改正やガイドラインの充実のための議論に参
画するとともに、各国の取組に関する情報を積極
的に入手した。

⑶業務提供者に対する監査等の強化
　業務提供者に対し、定期的に実施する監査・検

査等のほか、航空事故、重大インシデント、安全
上の支障を及ぼす事態の発生又はそのおそれがあ
る場合、不適切・不安全な事象が発生した場合等、
航空安全当局が必要と判断した場合は、随時監査・
検査等を実施した。また、年末年始の輸送等に関
する安全総点検により、事業者の安全意識の向上
を図った。

⑷安全情報の収集・分析等
　義務報告制度により、業務提供者から航空事故、
その他の航空機の正常な運航に安全上の支障を及
ぼす事態に関する情報の確実な報告を求めるとと
もに、報告を受けた安全情報、再発防止策及び安
全指標等の把握・分析、分析結果の各業務提供者
との共有、安全情報分析委員会における評価・分
析等を行った。
　航空安全情報自発報告制度（VOICES）につい
ては、当該制度の周知・広報活動を行うなど、報告
文化の醸成に向けた関係者への働き掛けを行った。

⑸安全文化の醸成及び安全監督の強化
ア　安全文化の醸成

　航空活動関係者に対して、安全監査、講習会、
セミナー等を通じた知識の普及や安全情報の共有、
意見の交換等の活動を行うとともに、特定操縦技
能審査制度等を通じて、小型航空機等運航者に対
する監督・指導を強化し安全文化の醸成を促した。

イ　安全監督の強化
　業務提供者等に対する監査・検査等を実施する
要員に対し、航空安全当局が設定する資格要件に
係る内部規程に基づき、必要な知識・技量の習得
及び維持を目的とした教育・訓練を実施した。

２　�航空安全実施計画（NASP）の策定
　国際民間航空機関（ICAO※）では2030年以降に

航空交通安全施策の現況第２章

航空安全プログラム等の更なる推進第１節

※ICAO：International Civil Aviation Organization
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民間航空機の死亡事故をゼロにするというビジョ
ンを実現するため、航空の安全上の課題を特定し、
これに対処するための具体的取組等を取りまとめ

た、世界航空安全計画（GASP）を定めており、こ
れを踏まえ、我が国における航空安全実施計画

（NASP）を令和８年度から適用すべく検討を行った。

１　�安全な運航の確保等に係る乗員資格基準や運
航基準等の整備

　近年の目まぐるしく変化する航空業界の運航環
境に適切に対応するため、国際標準の改正や諸外
国の状況を踏まえ、安全の確保を前提として我が
国の航空機の運航基準の改正を実施している。令
和７年度には、操縦士の疲労管理基準（令和元年
７月策定）に続き、客室乗務員の疲労管理基準を
策定すべく、「客室乗務員の疲労管理に関する検
討会」を開催し、基準策定に向けた議論を実施し、
方向性を取りまとめるなどした。

２　危険物輸送安全対策の推進
　技術の発展に伴う危険物の航空輸送量の増加・
多様化に対応するため、ICAO及び国際原子力機
関（IAEA※）における国際的な危険物輸送に関
する安全基準の整備に基づき、これらを遅滞なく
国内基準に反映した。
　また、危険物の安全輸送に関する講習会及び関
係荷主団体等への説明会を開催することにより、
危険物輸送基準の理解を図った。
　さらに、旅客の手荷物に含まれる危険物に関す
る最新ルールの遵守を徹底させるため、政府広報
及び航空局のホームページでの公表並びに全国の
空港へのポスター掲示により、国民への周知・啓
蒙活動を実施した。

３　小型航空機等に係る安全対策の推進
　小型航空機の安全対策として、メールマガジン
やSNSによる安全情報の発出、安全啓発動画の配
信等による「安全情報の発信強化」を実施したほか、
安全講習会の開催、違反者への行政指導等により、
操縦士の技能向上や法令遵守の徹底を行い、「操
縦士に対する指導・監督の強化」を図った。また、

令和７年の航空法等の一部改正により修了が求め
られることとなる操縦者のヒューマンエラー防止
を目的とした技能発揮訓練により、滑走路への誤
進入等の危険な事態の発生を防止するなど、小型
航空機等の安全対策を推進するほか、「新技術の
活用」として小型航空機用に開発・販売されてい
る簡易型飛行記録装置（FDM機器）に係る実証実
験から得られた活用策の検討結果を踏まえて策定
された「小型航空機用FDM導入ガイドライン」を
活用してFDMの普及促進に向け取り組んでいる。

４　運輸安全マネジメント評価の実施
　平成18年10月から導入した「運輸安全マネジメ
ント制度」により、事業者が社内一丸となった安
全管理体制を構築・改善し、国がその実施状況を
確認し評価する取組を、令和７年度は10者に対し
て実施した。
　また、令和２年７月に策定、公表した、「運輸
防災マネジメント指針」を活用し、運輸安全マネ
ジメント評価の中で防災マネジメントに関する評
価を実施した。

５　乗員政策の推進
　安全を確保しつつ航空ネットワークの充実等を
図るためには、操縦士・整備士の安定的な供給を
確保することが必要である。
　現在、操縦士等が航空会社において第一線で活
躍するまでには長い時間を要することから、今後
の航空需要の増加に対応するためには、中長期的
な視点で計画的に操縦士・整備士の養成・確保の
ための取組を継続する必要がある。このため、航
空大学校における操縦士の養成を着実に進めてい
るほか、自衛隊操縦士・整備士の民間活躍等にも
取り組んでいる。

航空機の安全な運航の確保第２節

※IAEA：International Atomic Energy Agency
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　また、航空会社における健康管理体制の強化を
図るため、航空会社が操縦士の日常の健康状態の
把握及び操縦士に対する健康管理に関する定期的
な教育等の措置を適切に講じるよう、健康管理部
門への監査等を通じて指導・監督を実施した。
　さらに、操縦士の身体検査を行う医師（指定医）
や医療機関等に対し、その能力水準の維持・平準
化が図られるよう、講習会、立入検査を実施した。

６　飲酒に関する対策の徹底
　平成30年10月末以降、航空従事者の飲酒に係る
不適切事案が相次いで発生したことを踏まえ、31
年１月から令和元年７月にかけて厳格な飲酒基準
を策定した。令和７年度においても、引き続き基
準が適切に遵守されるよう、監査等を通じて指導・
監督を実施している。操縦士の日常の健康管理（ア
ルコール摂取に関する適切な教育を含む。）の充
実や身体検査の適正な運用に資する知識（航空業
務に影響を及ぼす疾患や医薬品に関する知識を含
む。）の普及啓発が図られるよう、航空会社の健
康管理担当者に対する講習会等を通じて指導を実
施した。また、最近の操縦士による飲酒に係る不
適切事案の発生を受け、当該事案を発生させた本
邦航空会社に対する、要因分析・再発防止策の検
討指示のみならず、７年度には全ての定期航空運
送事業者に対して飲酒管理の強化等を指示してお
り、監査等を通じてこれらの実施状況の確認等を
行っている。

７　落下物防止対策の強化
　平成29年９月に航空機からの落下物事案が続け
て発生したことを踏まえ、30年３月に「落下物対
策総合パッケージ」を策定した。同パッケージに
基づき、同年９月に「落下物防止対策基準」を策
定し、本邦航空会社のみならず、日本に乗り入れ

る外国航空会社にも対策の実施を義務付けてお
り、本邦航空会社は31年１月から、外国航空会社
は同年３月から適用している。また、29年11月か
ら国際線が多く就航する空港を離着陸する航空機
に部品欠落が発生した場合、外国航空会社を含む
全ての航空会社等から報告を求めている。報告さ
れた部品欠落情報については、原因究明の結果等
を踏まえて国として航空会社等への情報共有や指
示、必要に応じて落下物防止対策基準への対策追
加等を実施しており、再発防止に活用している。

８　外国航空機の安全性の確保
　我が国に乗り入れている外国航空機に対する立
入検査（ランプ・インスペクション）の充実・強
化を図るとともに、外国航空機による我が国内で
の事故や重大インシデント等が発生した際には、
必要に応じて、関係国の航空安全当局に対して原
因の究明と再発防止を要請している。また、諸外
国の航空安全当局との連携を図るために航空安全
に係る情報交換に努めている。
　なお、令和７年は、43の国・地域の109社に対
し447回のランプ・インスペクションを実施した。

９　航空交通に関する気象情報等の充実
　悪天候による航空交通への影響を軽減し、航空
交通の安全に寄与するとともに、航空機の運航・
航空交通流管理を支援するため、航空気象情報を
提供している。航空気象情報の高度化を図るため、
令和７年度は、羽田空港において、航空機の離着
陸に多大な影響を及ぼす低層ウィンドシアー（大
気下層の風の急激な変化）を検知する空港気象
ドップラーライダーの更新整備を行った。また、
火山灰に対する航空交通の安全の確保及び効率的
な航空機運航に資するよう、航空路火山灰情報や
推定噴煙流向報を適時・適切に発表した。

１　�航空機・装備品等の安全性を確保するための
技術基準等の整備

　航空機・装備品等の安全性の一層の向上等を図
るため、最新技術の開発状況や国際的な基準策定

の動向等を踏まえ、航空機・装備品等の安全性に
関する技術基準等の整備を行っている。

航空機の安全性の確保第３節
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２　航空機の検査の的確な実施
　国産及び輸入航空機について、米国・欧州の航
空当局等との密接な連携により、安全・環境基準
への適合性の審査を適切かつ円滑に実施している。
　また、航空機の検査や製造・整備事業者等に対
する指導・監督を適切に行うため、航空機検査・
設計審査職員の質的向上を図るための研修を実施
している。

３　�航空機の運航・整備体制に係る的確な審査の
実施

　本邦航空運送事業者の運航・整備体制の審査と
して、新規路線就航等に伴う事業計画の変更認可、
運航管理施設等の検査、運航・整備規程の認可に
係る安全審査を行っているほか、定例連絡会議等
の開催や機材不具合に対する是正措置の報告徴収
等を随時行っており、これらを通じて的確に指導・
監督を行っている。また、上記業務に携わる者の質
的維持を図るため、研修内容を見直し、最新の制度
に対応した整備方式等に係る研修を実施している。

１　増大する航空需要への対応及びサービスの充実
⑴国内空域の抜本的再編
　安全かつ効率的な運航を維持しつつ増大する航
空需要に対応するため、国内空域の抜本的な再編
の一環として、複数の空港周辺の空域（ターミナ
ル空域）の統合を着実に進め、管制処理能力の向
上を図っている。

⑵統合管制情報処理システム等の機能向上
　管制処理能力の向上によって増大する航空需要
に対応するため、統合管制情報処理システムにつ
いてハードウェアとソフトウェア両面での機能向
上の整備を進めている中で、安全性を確保しつつ、
航空情報や運航情報など航空機の運航に必要な情
報の共有に係る運用サービスを段階的に拡大す
る。また、複雑化・巧妙化するサイバー攻撃に対
処するため、セキュリティの強化を推進しサービ
スの信頼性向上を図る。

⑶小型航空機運航環境の整備
　低高度空域における小型航空機の安定的な運航
の実現を図るため、計器飛行方式による、既存航
空路の最低経路高度の引下げ、最低経路高度の低
い新たな航空路の設定及びヘリポートへの進入・
出発方式の設定について検討を進めている。

⑷航空保安職員教育の充実
　航空交通需要の増大に伴う空域の容量拡大や航

空保安システムの高度化に的確に対応するため、
航空保安職員の知識・技能向上を目的として、航
空保安大学校等における基礎研修・専門研修のカ
リキュラム見直し、訓練機材の更新及び国際的に
標準化された教育手法への移行を進めている。

⑸新技術や新方式の導入
　全地球的航法衛星システム（GNSS）を利用し
た進入方式（RNP AR、LP/LPV、GLS等）につ
いて導入を進めており、今後も継続的に設定を行
うとともに、世界的に進められている更なる航法
精度の高い進入方式の開発の動向を注視し、その
導入を目指すことで、航空機の運航効率の向上や
悪天候時における着陸機会の向上等を行っている。

⑹飛行検査体制の充実
　新技術や新方式の導入に的確に対応できるよう
飛行検査機材の高度化や、ドローンを用いた飛行
検査機材の導入等を進めている。また、SDGsに
則してSAFの積極的な利用を推進し、環境に配
慮した飛行検査の実施を図っている。

⑺電子地形・障害物データ提供の拡充
　航空機運航者の利便性や情報品質の向上を図る
ため、航空機の運航に必要となる空港周辺の地形
や障害物等の基礎的情報をデジタルデータとして
提供するとともに、対象となる空港の拡大を進め
ている。

航空交通環境の整備第４節
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⑻将来の航空交通システムの構築に向けた取組
　国際的な相互運用性を確保しつつ、長期的な航
空需要の増加や地球環境問題等に対応するととも
に、更なる安全性の向上を図るため、ICAOや諸
外国とも協調して、将来の航空交通システムに関
する長期ビジョン（CARATS※）の推進を実施し
ている。

⑼大都市圏における拠点空港等の整備
　訪日外国人旅行者の受入拡大、我が国の国際競
争力の強化等の観点から、首都圏空港（羽田空港、
成田国際空港（成田空港））の機能強化は必要不
可欠であり、両空港で年間約100万回の発着容量
とするための取組を進めているところである。
　具体的には、成田空港において、地域との共生・
共栄の考え方の下、C滑走路新設等の年間発着容
量を50万回に拡大する取組を進めていく。
　そのほか、北九州空港においては、国際貨物輸
送の拠点機能向上を図るため、屋久島空港におい
ては、首都圏からの直行便の就航による交流人口
の更なる拡大等を図るため、それぞれ滑走路延長
事業を実施している。また、那覇空港においては、
空港の利便性向上を図るため、国際線ターミナル
地域再編事業を、新千歳空港においては、航空機
や除雪車両の混雑緩和等を図るため、誘導路複線
化等を実施している。
　そのほかの空港においても、航空機の増便や新
規就航等に対応するため、エプロンの拡張やター
ミナル地域の整備等を実施している。
　また、航空旅客ターミナル施設においては、旅
客の安全確保のため、高齢者、障害者等の安全利
用に配慮した段差の解消等のバリアフリー化を引
き続き実施し、総合的・一般的な環境整備を実現
するなどの観点からユニバーサルデザイン化を進
めている。

２　航空交通の安全確保等のための施設整備の推進
⑴データリンク通信の利用拡大
　音声通信により発生する管制官及びパイロット
の「言い間違い」や「聞き間違い」によるヒュー

マンエラーの防止等を図るため、航空路空域に導
入したデータリンク通信の活用の拡大について検
討を進めている。

⑵航空路監視機能の高度化
　航空路空域における更なる安全の確保を図るた
め、航空機が保有する速度、方位、機上設定高度、
位置情報等の多様な情報を活用した管制業務の高
度化を進めている。

３　空港の安全対策等の推進
⑴滑走路誤進入対策の推進
　令和６年１月２日に羽田空港で発生した航空機
衝突事故を受け、同年１月９日に公表した「航空
の安全・安心確保に向けた緊急対策」を講じると
ともに、有識者及び関係団体から構成される「羽
田空港航空機衝突事故対策検討委員会」を設置し
た。同年６月24日に滑走路誤進入対策に係る中間
取りまとめが公表され、提言に基づいた対策を順
次進めている。今後は、運輸安全委員会の事故調
査報告も踏まえ、必要な安全・安心対策を講じて
いく。

⑵空港の維持管理の着実な実施
　滑走路等の諸施設が常に良好な状態で機能する
よう、定期的な点検等により劣化・損傷の程度や
原因を把握し、老朽化の進んでいる施設について
効率的かつ効果的な更新・改良を実施している。

⑶空港における災害対策の強化
ア　災害への対応力の強化

　平成30年９月の台風第21号や令和元年９月の令
和元年房総半島台風等の影響により、空港機能や
空港アクセスに支障が生じたことから、未経験レ
ベルの大規模な自然災害やそれに伴うアクセス機
能の喪失等外部からのリスクが発生した場合にお
いても、我が国の航空ネットワークを維持し続け
ることができるよう、全国の空港で策定された空
港BCP（A2（Advanced/Airport）-BCP）に基づ
き、空港関係者やアクセス事業者と連携し、災害

※CARATS：Collaborative Actions for Renovation of Air Traffic Systems
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時の対応を行うとともに、訓練の実施等による空
港BCPの実効性の強化に努めている。

イ　空港インフラの強靱化の推進
　航空ネットワークの拠点となる空港等につい
て、地震被災時における緊急物資輸送拠点として

の機能確保、航空ネットワークの維持や背後圏経
済活動の継続性確保と首都機能維持を図るため、
必要となる滑走路等の耐震対策や浸水対策等を進
めている。

１　無人航空機の安全対策
　無人航空機については、航空法（昭27法231）
において、飛行禁止空域や飛行の方法に加え、こ
れらの空域における飛行や規定の飛行の方法によ
らない飛行のための許可・承認等の基本的なルー
ルを定めている。また、無人航空機の所有者等の
把握や安全上問題のある機体の排除を通じた飛行
の更なる安全性向上を図るために、機体登録を義
務化した。さらに、有人地帯（第三者上空）での
補助者なし目視外飛行（レベル４飛行）の実現の
ために、機体認証制度や操縦ライセンス制度等を
開始した。これらの取組に加え、ドローンによる
事業の促進のために、令和５年12月からレベル3.5
飛行の制度を導入するとともに操縦者の数より多
い複数の無人航空機の同時運航（多数機同時運航）

の普及拡大に向けた環境整備を進めるため、「無
人航空機の多数機同時運航を安全に行うためのガ
イドライン」（第一版）を７年３月に策定した。

２　「空飛ぶクルマ」の安全対策
　「空飛ぶクルマ」については世界各国で機体開発
の取組が進められているが、我が国においても、
都市部での送迎サービスや離島や山間部での移動
手段、災害時の救急搬送等の活用を期待し、世界
に先駆けた実現を目指している。また、令和７年
の大阪・関西万博における運航実現のため、５年
度末までに機体、運航、操縦者、離着陸場に関す
る制度整備を、６年度末までに交通管理を行う体
制整備を完了し、機体の安全性の審査等を実施した。

１　捜索救難体制の整備
　航空機の捜索・救難に関しては、遭難航空機の
迅速な特定を行うため、国土交通省東京空港事務
所に設置されている救難調整本部と捜索・救難に
係る関係機関との実務担当者会議及び合同訓練を
実施し、並びに救難調整本部において航空機用救
命無線機（ELT※）に登録された航空機、運航者
等に関する情報の管理等を行うとともに、海上及
び陸上における遭難航空機の位置特定の精度向上
に係る取組を行った。さらに、隣接国の捜索救難
機関との間で、海上での遭難航空機発生を想定し
た捜索救難合同訓練を実施した。

２　消防体制及び救急医療体制の強化
　空港における消防・救急医療体制を維持するた
め、化学消防車等の更新、治療用テントの更新配
備を行うとともに、現行の消火救難体制を評価し
必要な改善を図ることとしている。また、国管理
空港には順次、高所や火元に近い箇所での消火活
動が可能なHRET※の化学消防車両の導入を進め
ている。
　なお、各空港においては、空港救急医療に必要
な資器材の計画的な配備更新等を進めるととも
に、空港救急医療活動が的確かつ円滑に実施でき
るよう関係機関等との連携強化を図るため、定期
的な合同訓練を実施している。
　空港保安防災教育訓練センターでは、過去の航

無人航空機等の安全対策第５節

救助・救急活動の充実第６節

※ELT：Emergency Locator Transmitter
※HRET：High Reach Extendable Turret
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空機事故の教訓を踏まえ、全国の空港消防職員に
対し航空機事故現場における乗客、乗員等の救命
率を上げることを目的に、航空機事故に関する専
門的かつ総合的な消火訓練を実施し、知識・技能

の向上を図っている。さらに、事業所（空港事業
者を含む。）に対する、自動体外式除細動器（AED）
の使用も含めた心肺蘇生法等の応急手当の普及啓
発活動を推進している。

　公共交通事故による被害者等への支援の確保を
図るため、国土交通省に設置した公共交通事故被
害者支援室では、被害者等に対し事業者への要望
の取次ぎ、相談内容に応じた適切な機関の紹介等
を行うこととしている。
　令和７年度は、公共交通事故発生時には、被害
者等へ相談窓口を周知するとともに被害者等から

の相談に対応できるよう体制を維持した。また、
平時の取組として、支援に当たる職員に対する教
育訓練の実施、外部の関係機関とのネットワーク
の構築、公共交通事故被害者等支援フォーラムの
開催、公共交通事業者による被害者等支援計画の
策定の働き掛け等を行っている。

１　運輸安全委員会の事故調査状況
　運輸安全委員会は、独立性の高い専門の調査機
関として、航空の事故及び重大インシデント（以
下本節において「事故等」という。）の調査によ
り原因を究明し、国土交通大臣等に再発防止及び
被害の軽減に向けた施策等の実施を求めていると
ころ、令和７年度中、調査対象となる事故等は、
28件発生した。また、同年度中、34件の報告書を

公表した。

２　令和７年度に公表した主な事故等
　令和５年１月、中部国際空港で、旅客機が着陸
後、脱出スライドを使用して乗客を降機させた際
に乗客５名が重軽傷を負った事案について、乗客
のスライド滑降が正しい姿勢で行われなかったた
めに発生したことを明らかにした（７年４月公表）。

１　文部科学省関係の研究
　国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構では、
航空交通の安全確保や円滑化を目指した研究とし
て、「安全を確保し効率的な運航を実現する運航
制約緩和技術の研究開発」、「乱気流、雪氷、雷等
の外的影響に対する防御技術の研究開発」、「革新
低抵抗・軽量化機体技術の研究開発」、「エンジン
砂塵防御技術の研究開発」等を推進した。
　さらに、国土交通省からの依頼に基づき、航空
機騒音予測モデルの改良、運輸安全委員会による
航空事故等の事故原因の究明に協力した。

２　国土交通省関係の研究
⑴国土技術政策総合研究所の研究
　航空機の離着陸時の安全性向上等を目的とし
て、滑走路等の設計・施工・補修及び点検方法の
高度化に係る研究、並びに既存ストックのライフ
サイクルコストを考慮した空港舗装設計手法高度
化に関する研究を実施した。

⑵�国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
電子航法研究所の研究

　「航空交通の安全性及び信頼性の向上」、「航空
管制の高度化と環境負荷の低減」、「空港における
運用の高度化」や「航空交通を支える基盤技術の
開発」等、安全を最優先に利便性の高い持続可能

被害者支援の推進第７節

航空事故等の原因究明と事故等防止第８節

航空交通の安全に関する研究開発の推進第９節
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な航空交通システムの実現に寄与する研究開発を
実施した。

⑶�国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
港湾空港技術研究所の研究

　航空機の離着陸時の安全性向上等を目的とし
て、地震動による地盤の変形予測に関する研究を
実施した。

　防衛省は、航空交通の安全を確保するため、航
空法の規定の一部が適用を除外されている自衛隊
が使用する航空機、自衛隊の航空機の運航に従事
する者、自衛隊が設置する飛行場等について基準
を定めるなど必要な措置を講じている。
　また、自衛隊において航空事故が発生した場合
には、専門的な事故調査委員会等において徹底的
な原因究明を行った後、調査結果を踏まえ所要の
再発防止対策を実施している。
　なお、事故防止策の強化の観点から、飛行隊長
等に対する補職前の安全教育の充実に取り組んで
いる。

１　航空機の運航・整備
　自衛隊が使用する航空機の運航に関しては、異
常接近防止、燃料の携行量、航空機の灯火等に関
する事項を訓令等によって規定して、航空従事者に
これを遵守、励行させているほか、安全意識の高揚
と飛行安全に関する知識の向上に資するため、飛行
安全に関する教育の実施及び資料の配布、安全監
察の実施等を行い、航空交通の安全の確保に努め
ている。特に、異常接近を防止するため、訓練／試
験空域において訓練飛行等を実施するに当たって
は、航空警戒管制部隊が監視及び助言を行っている。
　また、限られた空域を安全かつ有効に利用する
ため、国土交通省航空交通管理センターに自衛官
を派遣し、自衛隊が訓練／試験空域を使用してい
ない場合に民間航空機の通過を可能とする運用を
実施するほか、時間差を利用して訓練／試験空域
と航空路等の空域の分離を図る、いわゆる時間分
離方式等による運用を実施しているが、それらの
運用に当たっては、レーダー及び自動化された航
空情報処理システムの活用、空域調整官の配置等
により、航空交通の安全の確保に万全を期してい

る。
　防衛省における航空機の整備は、技能証明を有
する整備士が所定の整備基準を厳格に遵守して
行っており、また、随時、安全監察及び品質管理
調査を実施して万全を期している。

２　航空従事者
　自衛隊において、航空機の運航に従事するため
には、航空従事者技能証明（以下「技能証明」と
いう。）及び計器飛行証明を受けている必要がある。
　技能証明は14種類に区分されており、技能に応
じて乗り組むことができる航空機の種類、等級及
び型式を限定している。また、計器飛行証明も技
能に応じて２種類に分けている。
　これらの技能証明及び計器飛行証明を取得する
ためには、学校等における所定の教育を修了して
いることを要件としており、また、技能証明及び
計器飛行証明を付与した後においても、常時、教
育訓練を実施し、航空従事者としての知識及び技
能の向上を図っているほか、航空関係の規定に違
反する行為があった場合、身体的適性に疑いが生
じた場合等には、技能証明及び計器飛行証明の取
消しや効力の停止等の措置を講じ、技能水準の保
持及び航空事故の防止に努めている。

３　飛行場及び航空保安施設等
　自衛隊が設置する飛行場や航空保安施設等につ
いては、航空法に準拠して、設置及び管理に関す
る基準を訓令で定めている。
　航空保安無線施設の整備としては、下総飛行場、
岐阜飛行場及び新田原飛行場のILS装置等の整備
を実施している。飛行場の安全措置としては、小
月飛行場、館山飛行場、下総飛行場、八戸飛行場、
岐阜飛行場及び硫黄島飛行場の灯火整備を実施し
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ている。

４　飛行点検の実施
　飛行の安全を維持し、効率的な航空管制を行う
ためには、航空保安無線施設等※が航空の実情に

適合し、かつ、常に正しく機能していることが必
要である。このため、自衛隊が設置及び管理して
いる航空保安無線施設等については、飛行点検機
を使用し実際の飛行状態に即した機能状態の点検
を行い、その結果を評価及び判定している。

※航空保安無線施設等
　　電波又は灯火により航空機の航行を援助するための施設。
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